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市第 201 号議案 

   横浜市建築審査会条例の一部改正 

 横浜市建築審査会条例の一部を改正する条例を次のように定める

。 

   平成28年２月16日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市建築審査会条例の一部を改正する条例 

 横浜市建築審査会条例（昭和26年10月横浜市条例第52号）の一部

を次のように改正する。 

 第１条中「以下法」を「以下「法」」に、「以下審査会」を「以

下「審査会」」に改め、「議事」の次に「並びに委員の任期」を加

える。 

 第13条を第14条とし、第４条から第12条までを１条ずつ繰り下げ

る。 

第３条第１項第１号中「法」の次に「（他の法令において準用す

る場合を含む。）」を加え、同項第２号中「第94条第１項」を「第

94条第１項前段（他の法令において準用する場合を含む。）」に改

め、同条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合に

おける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命さ

れるまでその職務を行う。 
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   附 則 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法令の整備等に伴い、横浜市建築審査会の委員の任期等に関す

る規定の整備を図るため、横浜市建築審査会条例の一部を改正した

いので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 建 築 審 査 会 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 目 的 ） 

                           以 下 「 
第 １ 条  こ の 条 例 は 、 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 201 号 。  
                           以 下 法  

 法 」 
   と い う 。） 第 78 条 第 １ 項 に よ り 設 置 す る 横 浜 市 建 築 審 査 会 （ 
 

 以 下 「 審 査 会 」            並 び に 委 員 の 任 期 
        と い う 。） の 組 織 、 議 事         及 び 費 
 以 下 審 査 会 

 用 弁 償 そ の 他 審 査 会 の 運 営 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 

 的 と す る 。 

 （ 委 員 の 任 期 ） 
 

第 ３ 条  委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 委 員 が 欠 け た 場 合 に  
 

お け る 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  
 

２  委 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。  
 

３  委 員 は 、 任 期 が 満 了 し た 場 合 に お い て は 、 後 任 の 委 員 が 任 命 さ  
 

 れ る ま で そ の 職 務 を 行 う 。  
 

 （ 会 議 の 招 集 ）  

第 ４ 条   
    審 査 会 は 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 に お い て 会 長 が 招 集  
第 ３ 条  

す る 。  

    （ 他 の 法 令 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）  
 (1)  法                     の 規 定 に よ り  
 

  、 市 長 か ら 同 意 を 求 め ら れ た と き 。  

    第 94 条 第 １ 項 前 段 （ 他 の 法 令 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む  
 (2)  法  
    第 94 条 第 １ 項  

  。）   
    の 規 定 に よ り 審 査 請 求 が あ っ た と き 。  
 

   （ 第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 及 び 第 ２ 項 省 略 ）  

 （ 議 事 ）  

第 ５ 条 
    （ 本 文 省 略 ） 
第 ４ 条 
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 （ 関 係 者 の 出 席 ） 

第 ６ 条 
    （ 本 文 省 略 ） 
第 ５ 条 

 （ 会 議 の 公 開 ） 

第 ７ 条 
    （ 本 文 省 略 ） 
第 ６ 条 

 （ 小 委 員 会 の 組 織 ） 

第 ８ 条 
    （ 本 文 省 略 ） 
第 ７ 条 

 （ 小 委 員 会 の 会 議 ） 

第 ９ 条 
    （ 本 文 省 略 ） 
第 ８ 条 

 （ 小 委 員 会 の 議 事 ） 

第 10 条 
    （ 本 文 省 略 ） 
第 ９ 条 

 （ 専 門 調 査 員 ） 

第 11 条 
    （ 本 文 省 略 ） 
第 10 条 

 （ 幹 事 及 び 書 記 ） 

第 12 条 
    （ 本 文 省 略 ） 
第 11 条 

 （ 費 用 弁 償 ） 

第 13 条 
    （ 本 文 省 略 ） 
第 12 条 

 （ 委 任 ） 

第 14 条 
    （ 本 文 省 略 ） 
第 13 条 


